
 

 

  

平成 28年分以降の申告書には、 

 

所得税のほか、消費税や

贈与税の申告書にも必要

です！ 

が必要です！ 

 

本人確認書類の提示又は写しの添付 

 マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者 

ご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。  

※ 控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人

確認書類は不要です。 

 

【本人確認書類の例】 

例１ マイナンバーカード   

例２ 通知カード ＋ 運転免許証、公的医療保険の被保険者証 など  

 

申告書にはマイナンバー（個人番号）を記載する欄を設けて

おり、申告者ご本人や控除対象配偶者、扶養親族及び事業専

従者などのマイナンバーの記載が必要です。  

マイナンバー（12桁）の記載 

 

確定申告書への 
マイナンバーの記載等について 

国税局・税務署 



 

  

申告書Ａ様式にも同様に 

・ 本人 

・ 配偶者 

・ 扶養親族 

のマイナンバーを記載する

欄があります！ 

＜第一表＞ 

＜第二表＞ 

 マイナンバーの記載箇所 

事業専従者のマイナンバー 

本人のマイナンバー 

 申告書には次の方のマイナンバー
を記入します。 

【第一表】 

・ 本人 

【第二表】 

   ・ 配偶者（※） 

   ・ 扶養親族 

   ・ 事業専従者   

（※）配偶者（特別）控除の適用を受ける配偶者 

ポイント 

申告書Ｂ 

 

申告書Ｂ様式で

説明します。 

 

申告書Ａ 

 

扶養親族のマイナンバー 

配偶者のマイナンバー  

16 歳未満の扶養親族のマイナンバー 



  

本人確認書類（写し）の添付

方法 ポイント 

【本人確認書類の例】 

申告書に添付が必要な本人確認書類（写し）は、ご本人分のみです。  

【添付書類台紙】 

写しを添付しない場合は、

提出の際に税務署の窓口等

で｢本人確認書類（原本）｣

を提示してください。 

マイナンバーカード 

運転免許証、公的医療保険の被保険者証 など   

本人確認書類の写しは、

「添付書類台紙」に貼付

してください。 

 

（表面） （裏面） 

例１ 

通知カード 例２ 

※ マイナンバーカードは

両面の写しが必要です。 



 


